


特許法・実用新案法 宮口レジュメ ●

無断複製・頒布を禁じます ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士

特許法３条：翌日起算主義（初日不算入の原則）、末日休日の取扱い 

１項１号本文…初日不算入の原則＝翌日起算主義

０日 １日 ２日 ３日

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

除斥申立 疎明期限（ ②前段）

１項１号但書…初日不算入の原則の例外（期間が午前０時から始まるケース）

午前０時から起算される例としては、延長期間、附加期間が典型

０日 １日 ～ 日 １日 ～ 日

｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜ ｜

特許査定謄本送達 日 特許料納付期限（ ①） 日 延長期限（ ③）

１項２号第１文…月又は年単位の期限→暦に従う。

０日 １日 ～ ３月

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

拒絶査定謄本送達日 ３月 拒絶査定不服審判の請求期限（ ①）

１項２号第２文…起算日に応答する日の前日に満了する。

０日 １日 ～ ３月

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

（起算日に応答する日は ）

拒絶査定謄本送達日 ３月 拒絶査定不服審判の請求期限（ ①）

１項２号第２文但書…最後の月に応答する日がないときは、その月の末日に満了する。

０日 １日 ～ ６月

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

（閏年では ）…応当日なし

博覧会出品日 ６月 出願時の特例を伴う商標登録出願の期限（商９①）

２項…手続期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、その日の翌日が末日となる。

行政機関の休日＝土曜、日曜、祝日、 ～

０日 １日 ～ ３月

｜ ｜ ｜ ｜ ｜

（月） （日）（応答日は （月））

拒査謄本送達日 ３月 拒絶査定不服審判の請求期限は、

（月）が期限となる。
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ＬＥＣ東京リーガルマインド 弁理士 無断複製・頒布を禁じます 

□□□１【特実】Ａ  

特許無効審判事件が特許庁に係属している場合において、特許権の移

転があったときは、審判長は、原特許権者に対して、その事件に関する

手続を続行することはできない。 

 

 

 

 

□□□２【特実】Ｃ  

特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断

した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの決定をしなけれ

ばならないが、その決定は、口頭をもって行う場合がある。 

 

 

 

 

□□□３【特実】Ｂ  

甲の委任による代理人乙によって、甲が訂正審判を請求し、その後に、

甲が死亡し丙が当該特許権を甲から相続したときであっても、代理人乙

がある間は、審判の手続は中断しない。 

 

 

 

 

□□□４【特実】Ｄ  

審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手

続において、手続の受継の申立てがあった場合には、特許庁長官又は審

判官は、相手方に通知しなければならない。 

 

 

 

 

□□□５【特実】Ｄ  

特許法第 26 条は、「特許に関し条約に別段の定があるときは、その規

定による」旨を規定したものであるが、この規定は、国家が国際法の義

務を履行するためには、それに必要な国内法的立法手段をとる必要があ

り、国際法と国内法の関係は一元的ではないことを意味するものである。 
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■■■１ × 

特 21 条の規定の解釈については、承継後は承継人に対してのみ続行で

き、原権利者に対して続行することは認められない趣旨であるとする意見

もあるが、判例や通説は、承継人に対して続行してもよく、原権利者に対

して続行しても差し支えない趣旨であると解する（青本特 21 条参照）。 

 

 

 

■■■２ × 

前段は、特 22 条１項の通りである。一方、特 22 条１項の決定は、文書

をもって行い、かつ、理由を附さなければならない（特 22 条２項）。よっ

て、後段は誤り（特 52①、53②、133④、133-2④、143②、149④参照）。 

【確認事項（語呂合わせ）】 

・送達前、理無認限って、決定却下（民訴 128 条１項）。 

・特判、送達後に決定だ（特 22 条１項）。…R3-3-5にて的中！ 

 

■■■３ ○ 

当事者の死亡があったときは、審判の手続は中断するが（特 24 条で準

用する民訴 124 条１項１号）、委任代理人がいる場合は、手続は中断しな

い（特 24 条で読み替えて準用する民訴 124 条２項）。…R4-1(ﾎ)にて的中！ 

なお、特 11 条（代理権の不消滅）も根拠条文となり得る。 

 

 

 

■■■４ × 

特 24 条で読替準用する民訴 127 条。 

民訴 127 条中「裁判所」とあるのは、「特許庁長官又は審判長」と読み

替える（特 24 条）。よって、本枝は誤り。 

なお、受継擬制（特 23 条２項）があった旨の通知も、「特許庁長官又は

審判長」が行う（特 23 条３項）。…H20-31(ﾊ) 

 

 

■■■５ × 

国家が国際法の義務を履行するためには、それに必要な国内法的立法手

段をとる必要があるとする説と、国際法も国内法も広い意味では同一次元

の法秩序を律するものであり、両者の関係は一元的に考えるべきであると

する説とがある。後者の説のうちにはさらに、国際法と国内法とのいずれ

に優位をみとめられるべきかについて説が分かれ、国際法優位説と国内法

優位説とがある。特 26 条は、条約と特許法との関係について、そのよう

な議論の余地なからしめるため設けられたものである（青本特26条参照）。 

2 ● 宮口聡の短答 REVOLUTION 2024 

■５条 

 Step 1  

H24-51-(ﾎ) 

(ﾎ) 審査官は、特許法の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期

間を延長することができる。 

(ﾎ) ○ 特５条１項 

特許庁長官、審判長又は「審査官」は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、

請求により又は職権で、その期間を延長することができる（特５条１項）。よって、本枝は正しい。 

H24-51-(ｲ) 

(ｲ) 特許庁長官は、特許法の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更

することができる。 

(ｲ) × 特５条２項 

「審判長」は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を

変更することができる（特５条２項）。よって、本枝は誤り。 

H28-18-1 

１ 口頭審理の期日の当日に交通機関の災害があり、当事者の出頭が困難であると判断される場合、審判

長は、職権で期日を変更することができる。 

１ ○ 特５条２項 

「判長期変」（ばんちょうきーへん）の短答ゴロテクで一発！ 

 Step 2  

H18-5-(ﾆ) 

(ﾆ) 審査官が、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会

を与えた場合、特許庁長官は、特許法の規定により職権でその期間を延長することができる。 

(ﾆ) × 青本特５条参照 

特許庁長官、審判長又は審査官は、手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、

その期間を延長することができる（特５条１項）。すなわち、特許庁長官等は、「自己の指定した期間

又は期日」については、延長又は変更の権限を有する（青本特５条参照）。したがって、本枝の場合、

相当の期間を指定したのは審査官であることから、特許庁長官は、当該指定期間を延長することがで

きない。よって、本枝は誤り。 

 Step 3  

H29-14-2 

２ 審査官が、拒絶査定不服審判の請求後に特許法第 163 条第２項において準用する同法第 50 条の規定に

より拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えた場合、請求人は、その

指定期間の経過後であっても、その期間の延長を請求することができる場合がある。 

２ × 特５条３項かっこ書、特施規４条の２第５項２号かっこ書 

   審査官等により指定された手続期間の延長（特５条１項）は、その期間が経過した後であっても、

経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる（同条３項）。しかし、当該期間の延長は、

「経済産業省令で定める期間に係るもの」に限られるところ（同項かっこ書）、特 163 条２項において

準用する特 50 条の規定により審査官が指定した期間は、「経済産業省令で定める期間に係るもの」か

ら除かれている（特施規４条の２第５項２号かっこ書）。したがって、本枝において、請求人は、その

指定期間の経過後に、その期間の延長を請求することができる場合はない。よって、本枝は誤り。 

 

 


